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・陳 情 第 ３ 号  鹿児島県知事に対し、 九州電力に川内原発の免震重要棟

の早期建設を求めるよう要請する意見書の採択を求める陳

情 
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・陳 情 第 ７ 号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

をはかるための、２０１７年度政府予算に係る意見書採択

の要請について 

・陳 情 第 ８ 号 川内原子力発電所の運転停止を働きかける意見書の提出
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・意見書第１号  九州電力川内原子力発電所に免震重要棟を早急に建設す
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総務文教委員会 ６月１７日（金）                開 会 １３時００分 

 

審査の経過概要 

 

大田重男委員長 

  ただいまから、総務文教委員会を開会いたします。６月１０日の本会議で、当委員会に付

託となりました案件は、陳情第７号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復

元をはかるための、２０１７年度政府予算に係る意見書採択の要請について、陳情第８号 

川内原子力発電所の運転停止を働きかける意見書の提出を求める陳情書の２件であります。 

また、現在、本委員会で継続審査となっております案件は、陳情第３号 鹿児島県知事に

対し、九州電力に川内原発の免震重要棟の早期建設を求めるよう要請する意見書の採択を求

める陳情、陳情第４号 九州電力に対し、川内原発の免震重要棟の早期建設を求める意見書

の採択を求める陳情、意見書第１号 九州電力川内原子力発電所に免震重要棟を早急に建設

することを求める意見書の提出についてであります。 

合わせて陳情４件、意見書１件の審査に入ります。 

 

○ 陳情第７号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２

０１７年度政府予算に係る意見書採択の要請について 

はじめに、陳情第７号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる

ための、２０１７年度政府予算に係る意見書採択の要請についてを議題といたします。 

ここで、各委員の皆様から参考人招致の有無も含め協議のため休憩に入ります。 

 

（休憩 １３：０２～１３：０３） 

 

大田重男委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。まず、参考人招致の有無について、委員の皆

様からの御意見を伺います。 

濵田洋一委員 

今回の陳情につきましては参考人に来ていただくことは必要ではないというふうに思いま

す。 

大田重男委員長 

では、今、陳情者を呼ぶ必要はないないということで意見があります。 

お諮りいたします。 

次回開会される当委員会に、陳情第７号について陳情者を呼ばないことにご異議ありませ

んか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

異議なしと認め、そのように決しました。 

それでは、陳情者は呼ばないことになりましたので、委員の皆様から、ただいま議題とな

っております陳情第７号について御意見を受けたいと思います。 

竹原信一委員 

日本はですね、先進国の中でも教育に使うお金というのが本当に最低レベルでございます。

将来を担う社会をどうにかするかっていう時に、こういった姿勢では非常にまずい。そして

ですね、国庫負担が減らされて地域ごとの格差が出てくることになりかねないわけですね、

そしたら金のないところはますます加速的に悪化していく可能性が高い、今そういう状況で

ございます。これはですから採択すべきではないでしょうか。 

大田重男委員 

  格差が広がっているというのは確かに思います。ほかに意見はありませんか。 
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竹原恵美委員 

今、教育が技術的にも以前とは変わってきていて、インターネット、タブレットという方

法も出てきています。その中で、まだ過渡期ではあろうかと思いますけれども、陳情内容で

１、２、３ありますが、３番目は複式学級の解消に向けてという指摘もあります。私はこの

点においては、現状、本当に１人でも、２人でも学校を継続している、続けているという状

況においては、これは不可避であろうかと思います。この内容全般に対しては一部採択とい

う形がよろしいのではないでしょうか。 

木下孝行委員 

私もですね、竹原恵美委員のほうの意見に賛成するところでですね、１、２、３の記の中

でですね、やはりこの前、議会と語る会の中のＰＴＡの女性会と意見交換した際も複式学級

の問題が提起されたところでございます。そういった中で、やはり鹿児島県を含め全体の過

疎の自治体においては、非常にこういった問題がどこもあるんだろうと思っておりますので、

趣旨に、私は趣旨賛成という形で採決したほうがいいのかなと思います。 

大田重男委員長 

  木下委員から趣旨採択という意見もあります、ほかに。 

濵田洋一委員 

私も今の阿久根市内の小中学校の状況を踏まえた中でですね、必要なことである部分も記

載されていると思います。私自身も趣旨採択でよろしいかと思います。 

[「ちょっと休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり] 

大田重男委員長 

  はい、休憩。 

   

  （休憩 １３：０８～１３：０８） 

 

大田重男委員長 

  休憩前に引き続き委員会を再開します。 

竹原信一委員 

趣旨採択ということですけれども、私たちがですね、議会が趣旨採択しました、理解しま

したよじゃあ何にもならんわけですよね、はっきり言って、何の影響力というか、発信能力

にもならんというふうに思いますよ。だからちゃんとやるべきことをやらないと、この陳情

者に対しても、あるいは子どもたちに対しても責任を果たそうという気持ちが欠落したよう

な気がします。趣旨採択ではなく採択すべきではないでしょうか。 

大田重男委員長 

  それは後からやりますから。ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

確かに阿久根の中でも教育に対する問題もあります。国から降りてくるものにも不満があ

るということは重々にある。確かにその趣旨採択で国に対して要求がなければ現状維持とい

うことになりますので、この陳情書に対しての扱いは別として、本当に阿久根で必要なこと

はこの委員会で立ち上げて要望書を国には出すという形なり、この陳情書の取り扱いが全体

に対して、賛成、完全に賛成ではないという扱いであればまた別途自分たちでアクションを

起こす必要があるのかもしれません。以上です。 

大田重男委員長 

  ほかにありませんか。 

木下孝行委員 

先ほど竹原信一委員のほうから意見がありましたけど、国のほうには何も伝わらないとい

うことで、伝わらないと言えば伝わらないかもしれませんけれども、陳情者に対しては、趣

旨は採択したという気持ちはよくわかりますということは十分伝わると思いますので、私は
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趣旨採択でいいと思います。 

大田重男委員長 

  ほかに御意見が。 

渡辺久治委員 

私は趣旨採択でいいと思います。以上です。 

大田重男委員長 

そういう意見ですね、ほかに御意見がなければ次に委員間討議に入ります。 

これまで委員から出された意見に対して討議するものはありませんか。 

竹原恵美委員 

  では、その３項目挙げていらっしゃるところなんですが、阿久根に対して、阿久根のその

教育に対してこの３項目でどれを強く賛成だというお考えを皆さんおありですか。 

  私はその３番目は違う、１番目、２番目はおっしゃるとおりだなという理解をしているん

ですけど、皆さんはいかがでしょうか。 

竹原信一委員 

  たぶんこの文章だと、意思を統一するというか、いろんな考え方があるだろうと、私もこ

こはちょっと引っかかるなという気がしますよ。ここまで要求するのはどうなんだろうとい

う気がします。１番、２番ならともかく、そうですね、３番目はちょっと検討の余地がある

と感じております。ですから、１番、２番をメインに陳情というか、できれば意見書を出せ

ればいいのかなという気がします。 

大田重男委員長 

  今、３番目のことの今話になっているんですけど、非常に難しいことは難しいんですよね。

確かに地区によっては、複式学級でやっているところもあるわけですよ。 

渡辺久治委員 

  ３番目はもちろんこれは理想でありまして、なかなか現実的には難しいと感じます。そう

いう意味でも１番、２番はかくあるべきと思いますけど、３番はもう本当にその趣旨は認め

ますけど、そこまでは認めません、求めませんというのが私の考えです。 

木下孝行委員 

  私はまったく真逆な考え方で、１番、２番を網羅しているのが３番だと思うんですね、だ

から３番ができることに、お願いすることによって１番、２番は当然同じように解消されて

いくのかなというふうに考えております。明らかに我々過疎地域の自治体の教育問題で、今

問題になっているのが、この３番の部分だろうと思っておりますので、これが要望がある意

味、今回、私、趣旨採択ですけれども、そういったことで国のほうに伝わるんであれば１番、

２番も当然これで解消されるものなのかなというふうに思いますし、我々の一番問題点がこ

こで解決できるのかなというふうに思っております。 

濵之上大成委員 

  大体皆さんの意見に賛成するものなんですけど、一応この職員定数改善というこういう状

況で、非常に趣旨的には非常に賛同するものですが、この定数の改善というのは、要するに、

教員の資質も求めているんだろうというふうに捉えた時に、今ちょっと木下委員もおっしゃ

ったんですがね、この複式は理想論かもしれないけれども、しかし現状は阿久根においても、

全複式になっているのは、完全複式になっているのは４校、そして一部が２校ある、中学校

を入れて３校か、そういう状況ですから、やはり複式ということになるとですね、やはりそ

こには専門の先生がいらっしゃらない状況になると、これ資質を問うべき問題もあります。

これ個人的な問題ですけれども、今現状的に言って、結局ここの文章の中にもあるんですけ

どね、この時間数、こういったものは極端に言うと、単純に言いますと音楽は１年から６年

まであるにもかかわらず専門の音楽の先生はいない、こういう状況から言った時に、これは

いわゆる教員定数の改善によって資質のいい先生を入れるべきかと状況も出てきます。そう

した状況から言いますと、やはり何年も国庫負担はその三位一体改革によって３分の１にな
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ったということは非常にひどいことなんですけど、こういう脆弱な自治体にとっては、ある

程度こういった国庫負担金というのは求めるべきであろうと思っていますので、趣旨として

採択したいと思います。 

竹原恵美委員 

  先ほどの１番の教員定数のことなんですけども、今阿久根小学校がちょうど３組あったの

が、１人欠け、２人欠けで、ちょうど２クラスにぎっちりなったところで４０人入っていま

す。部屋は子供たちが、机がくっつき合って、部屋の中を歩き回ることも、先生も見回るこ

とができないような状況があります。確かに３番の話を前提にすれば、１、２という話の見

方もできますけれども、今現状、小学校が４０人という設定自体が、やはり多すぎるという

認識をそこの点も解消というのは理解いただけると思います。 

大田重男委員長 

  以前３０人学級とか、そういう話があったんです、そういうのを採択しているんですよね。 

渡辺久治委員 

  これ３番は学校統廃合によらない複式学級というふうにありますけど、ですからこれを学

校統廃合によらない複式学級の解消ということであれば、やっぱりこれはかなり理想だなと

いうふうに思うわけで、やはり複式学級の解消を取るか、学校統廃合を取るかという議論に

なってきそうな気がするもんですから、私は、これは無理があるんじゃないかなと思ったわ

けです。 

大田重男委員長 

  理想論とか、そういうもんでやっぱり片付けたら私は良くないと思っているんですけど。 

  ほかに討議するものはありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

では、なければ、これにて討議を終結します。 

次に、討論にはいります。 

竹原恵美委員 

  皆さんのご意見も大体のまたぎもあるところがありましたけれども、この方、陳情者の意

図は取って趣旨採択で、またその問題視される、阿久根市で問題視される点は委員会で活動

して行く必要があるかと思います。以上です。 

大田重男委員長 

  あと討論はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

[「委員長休憩を」と発言する者あり] 

休憩に入ります。 

 

（休憩 １３：１８～１３：１９） 

 

大田重男委員長 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

それでは採決いたします。本採決は挙手により行います。 

ただいま議題となっております陳情第７号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２

分の１復元をはかるための、２０１７年度政府予算に係る意見書採択の要請について趣旨採

択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

趣旨採択ということで、挙手多数と認めます。よって本陳情は、趣旨採択すべきものと決

しました。 
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○ 陳情第８号 川内原子力発電所の運転停止を働きかける意見書の提出を求める陳情書 

大田重男委員長 

次に、陳情第８号、川内原子力発電所の運転停止を働きかける意見書の提出を求める陳情

書を議題といたします。ここで、委員の皆様から参考人招致の有無も含め、今後の審査方法

の協議のため休憩に入ります。 

 

（休憩 １３：２０～１３：２０） 

 

大田重男委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。まず、参考人招致の有無について、委員の皆

様からの御意見を伺います。 

木下孝行委員 

この件に関しては、私はもう必要ないんだろうと思っております。以上です。 

大田重男委員長 

今、必要ないという意見がありました。ほかの意見はありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

では、お諮りいたします。 

次回開会される当委員会に、陳情第８号について陳情者を呼ばないことにご異議ありませ

んか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

御異議なしと認め、そのように決しました。 

それでは、陳情者は呼ばないことになりましたので、委員の皆様から、ただいま議題とな

っております陳情第８号について御意見を受けたいと思います。 

濵田洋一委員 

この陳情第８号でございますが、現在稼働しております、川内原子力発電所の運転停止を

働きかける意見書ということでありますが、これを出されたきっかけといいますか、熊本地

震が発生したことによりまして、川内原発の停止というようなことであろうかと思っており

ます。現実論といたしまして、今実際稼働している中でですね、運転停止どうなのかと、た

とえば先の県議会でも、県議会の総務委員会でしたでしょうか、南日本新聞にも掲載されて

おりましたけれども、即停止というのは不要ではないかなと、そういうような考え方でござ

います。また、いろんな、たとえば今回の補正予算でもありましたとおり、やはり原子力の

避難マップですかね、そういう等も市としてもいろんなことを踏まえた中で今後計画の新た

な見直しという方向であろうかというふうに思っておりますので、この陳情につきましては、

不採択というようなことでよろしいかと私自身は思います。 

渡辺久治委員 

私はこの前の一般質問でも言いましたとおり、運転停止は即停止というふうに、採択する

ことを求めます。実際問題として、この前言ったとおり、断層帯は川内と甑島の奥に実際あ

るわけです。マグニチュード６．８以上の可能性があるやつ、いつおこるかわからないんで

すね、それがある以上、やっぱし運転するべきではないと思います。そして、私はこの前の

視察に行きましたけれども、視察に行って感じたことは、あれまでのことをせないかんのか

ということです。あそこまでして、原発を稼働せないかんのかというのを感じました。鎖と

かああいうのを見てですね、実際なんかあった時に稼働するのに、あれは、車は動けないん

じゃないかな、そんなふうに感じて、実際もうやっぱり核エネルギーを利用するというのは、

人類は必要ならんことだと思います。で私は、これは採択してもらいたいと思います。以上

です。 

木下孝行委員 

私のほうはですね、この陳情に関しては、今渡辺委員のほうからありましたように、視察
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に行ったわけで、考え方はちょっと違うんですが、あの視察のところでの現地を見、そして

状況を、説明を聞き、そして今現在熊本地震が起こりましたけれども、それがイコール大き

な地震に、阿久根がですね、地震が起こる可能性は、私は低いものと思っておりますし、現

実問題として、今稼働しているものを即刻止めるという判断はどうなのかなと思っておりま

す。不採択です。 

大田重男委員長 

ほかに。 

濵之上大成委員 

結論から申し上げますと、まず停止に働きかけるだけの材料があるかというと非常に疑問

であります。また、一方でも再稼働を賛成するというだけのですね、またものも難しい問題

があると思っています。ただ、現状として電気料金の問題とか、あるいは医療、介護、経済

そういった（聴取不能）問題を考えますと、今現実に代替エネルギーがどの程度できるのか

という将来を考えた時に、まだ見えてもいない状況の中でおいてですね、私はそれよりもま

ず現在使用済み燃料の８８８トンをどうするか、乾式にするのかどうか、これもうやむやな

状態であります。まずこのこともしっかりと最終処分場も決められないこの国に、いいかげ

んさを感じるんですけれども、かといって今停止するだけの材料は見えないというこういう

状況から考えますと、やはり私は今この停止を働きかけるという状況にはそぐわないのでは

ないかとこのように思いますので、継続まではいきませんが、不採択としていいのではない

かと私は思います。以上です。 

竹原恵美委員 

私、きのうの一般質問で資料をご紹介しているんですけれども、きのうのニュースで規制

委の審査の基準自体が地震想定で過小評価のおそれで、これから検討する、基準自体がまだ

ゆらいでいる、そしてＩＡＥＡ自体も世界の標準に達していない、１３項目ずつ、２６項目

も規制委に対して、基準の是正を求めているという状態の中で稼働していること自体はもう

安全面に対しては見切り発車であっただろうと思っています。この今動いていますが、私の

気持ちとしては、止めるべきだと、動かすだけの安全性が担保されていないという証拠が十

分に出そろっている、火山学会も無理だ、予測もつかないと言っているのを、火山ガイドを

つくって、基準をつくったというのが規制委なので、止めたいところではありますが、さて、

皆さん止めるほどの資料がないとおっしゃるんですけれども、今の現時点でこれだけの整理

されていない状況がある中で、規制委も検討中、是正を受けて直していこうとするところで、

今停止を、この意見書をまったく否決していいものだろうかとも思います。私は止めるべき

だと、地震の予知も十分なされた中でそこを無視しておいて、稼働を止める理由を探せない

ということもまた論が立たないようにも思います。私はもし考えていただければもう継続で、

否定するほどの理由はまったく見当たらないようにも思います。 

大田重男委員長 

竹原恵美委員は継続審査ということなんですね。 

[竹原恵美委員「はい」と発言あり] 

ほかにありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

ほかに意見がなければ、次に委員間討議に入ります。これまで委員から出された意見に大

して討議するものはありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

では、なければ、討議なしと認めます。これにて討議を終結いたします。 

次に、討論にはいります。 

竹原信一委員 

  ひとたび、原発事故が起これば、阿久根市民の暮らしは壊滅します。そうでなくても今毎

日１千万トンの汚水をどんどん流しているわけですね、１千万トンですよ一日に、これによ
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って海のノリは減る、漁業にも影響、大きな影響を与えております。原発こういうこと、原

発を進めるということはですね、もう正気のさたではないです。ただちに止めて当たり前の

ことが進んでいる、本当に奇妙でしょうがないですね。これは採択すべきだと思います。 

大田重男委員長 

  ほかに討論はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

[「委員長休憩を」と発言する者あり] 

休憩いたします。 

 

（休憩 １３：３１～１３：３１） 

 

大田重男委員長 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

それでは採決いたします。本採決は挙手により行います。 

ただいま議題となっております陳情第８号、川内原子力発電所の運転停止を働きかける意

見書の提出を求める陳情書について採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

挙手少数ですね。では、次に不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

挙手多数であります。よって本陳情は不採択すべきものと決しました。 

 

○ 陳情第３号 鹿児島県知事に対し、九州電力に川内原発の免震重要棟の早期建設を求める

よう要請する意見書の採択を求める陳情 

○ 陳情第４号 九州電力に対し、川内原発の免震重要棟の早期建設を求める意見書の採択を

求める陳情 

○ 意見書第１号 九州電力川内原子力発電所に免震重要棟を早急に建設することを求める意

見書の提出について 

次に、継続審査となっております、陳情第３号 鹿児島県知事に対し、九州電力に川内原

発の免震重要棟の早期建設を求めるよう要請する意見書の採択を求める陳情、陳情第４号 

九州電力に対し、川内原発の免震重要棟の早期建設を求める意見書の採択を求める陳情、意

見書第１号 九州電力川内原子力発電所に免震重要棟を早急に建設することを求める意見書

の提出についてを一括して議題とします。 

先にありました参考人招致、並びに先日議会で行いました、九州電力株式会社川内原子力

発電所の現地調査をふまえ、先ほど陳情第８号について不採択となりましたが、まず、今後

の審査の方法について、委員の皆様から御意見をお願いします。 

濵田洋一委員 

今審査しているこの陳情３号、４号、意見書第１号これは先般の委員会からの継続審査と

いうふうになっているんですけれども、今現在、九州電力のほうが規制委員会のほうに、申

請のほうをですね、出していらっしゃるんですが、まだその結果が出ていないというような

状況もありまして、この案件につきましては、ふたたび継続審査というようなことがよろし

いかと思います。以上でございます。 

大田重男委員長 

ただいま継続審査の意見がありました。ほかの方の意見はありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

竹原恵美委員 

前回の現地調査を振り返ってみまして、結局技術的な面で、２年早くつくれるとおっしゃ
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いましたけれども、技術的な面では経験があるから耐震をとおっしゃる。だけれども免震に

対しての発言は中を開けてみたいと、データがまだ出ていないと、だから否定するほどの資

料もお持ちでないところではありました。その中で他の原発が耐震も追加してつくろうとし

ている。でも九電はもともと免震も持っていないところに耐震だけというのはちょっと話を

混ぜて説明もあったように思います。現状としては、まだ判断をしかねる。阿久根市議会が

つくれとも、つくらないことにも推せるほどの資料も持っていないようにも思います。継続

としていただきたい。ただ、阿久根市としては想定外ということで片付けないように、片付

けない対応を求めていくということは原則保っていきたいと思います。以上です。 

渡辺久治委員 

私は、こういうのをあまり先延ばしするのはどうかなというふうに思いますけれども、た

とえば姶良市、採択しています。採択と原案可決、だから周辺自治体として、意見をはっき

り言わないというのはなんとなく私は気に入らないんですけども、まだ材料もそろていない

時ですから継続することにやぶさかではありません。以上です。 

竹原信一委員 

前の東電の社長が免震棟でなかったとしたらと考えたらぞっとすると、福島原発の件でで

すね、いう発言もありましたが、こういったことは早く決めて出さないと、もう耐震で進ん

でしまうのを待ってからでは何の意味もないわけですよ。やるなら早く採択、明確にすべき

だと思います。 

木下孝行委員 

私は結論から言えば継続のほうがいいと思っております。その理由は、濵田委員のほうか

らありましたように規制庁に今申請をしている免震棟ではなくて耐震棟で申請をしていると

いう状況でございます。私個人とすれば免震がいいのか、耐震がいいのか私には専門家では

ないのでその判断をする自信はありません。よって規制委員会が判断をしたその内容をもっ

て判断をしたいと思っております。そのためにはその判断が出るまでは継続がいいと思いま

す。 

大田重男委員長 

ただいま、委員から、継続の意見がありました。 

ただいま議題となっております陳情及び意見書について引き続き継続して審査することに、

御異議ございませんか。 

[竹原信一委員「異議あり」と発言あり]  

御異議がありますので、挙手にて採決いたします。 

引き続き継続して審査することに、賛成の方。 

（賛成者挙手） 

よって、賛成多数により継続審査として決しました。 

竹原恵美委員 

  以前の発言で、ちょっと議員間の、議員間というか陳情者がいての質問内容でちょっと、

趣旨というか、質問の趣旨という内容を聞きたいことがあるんですけども、議員間で話のち

ょっと説明を受けたいんですが、それは可能ですか。 

  陳情者が来た時に、やり取りをしているんですけれども、その時の発言内容で、意図とい

うか、ニュースソースなどを聞きたいことがあるんですが、それはここで質問ができますか。

議員間で質問できますか。 

  [発言する者あり] 

大田重男委員長 

  では、休憩に入ります。 

 

  （休憩 １３：４１～１３：５４） 
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○所管事務調査 

  （教育総務課・学校教育課入室） 

大田重男委員長 

では、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に、本委員会の所管事務調査を議題

といたします。本委員会の所管調査事項は、①阿久根市地域防災計画、②教育行政これは不

登校問題も入っております。③教育行政、学校編成についてであります。本日は、先の委員

会で協議したとおり、学校の編成について及び不登校問題について、所管課である教育総務

課・学校教育課から、現在の状況について説明を求めたいと思います。 

大田重男委員長 

それでは、先に学校の統廃合を含め、学校の編成について説明を求めます。 

小中教育総務課長 

  それでは、学校の統廃合について御説明いたします。まず、児童生徒数について申し上げ

ますと、本年５月１日現在では、小学校が９３２人、中学校が４９８人で合計１，４３０人

となっており、１０年前の平成１８年の２，１６９人と比較しますと７３９人、約３４％減

少しております。また、小学校９校のうち６校には、複式学級が存在し、そのうち大川小学

校、鶴川内小学校、田代小学校及び尾崎小学校の４校は、完全複式となっており、また、中

学校４校のうち１校に複式学級が存在し、１校は１学年に１学級だけの編成となっておりま

す。これまでの経過につきましては、ご承知のとおり、平成１７年に学校規模適正化協議会

を設置し、小中学校の在り方について検討を行い、翌平成１８年に同協議会から学校規模の

適正化についての提言がなされました。この提言に基づき、市内において学校規模適正化に

係る説明会を実施しましたが、対象となった大川地区と鶴川内地区から統廃合に反対する陳

情書が市議会に出され、平成１９年第４回定例会において同陳情書が採択されたことにより、

当計画については、中止をしたという経緯があります。この間、統廃合についての取り組み

は行っておりませんが、学校の小規模化につきましては、児童生徒が集団の中で、切磋琢磨

しながら学ぶことや、社会性を高めることが難しくなるなど課題の顕在化が懸念されている

ことから、教育的な視点でこうした課題の解消を図っていくことが必要となっております。

このため、少子化等による学校の小規模化がさらに進展することが予測されることから、本

市においても、統廃合の問題は避けて通れない課題であると認識をしており、議論を深めて

いく必要があります。統廃合についての考え方は、昨年、平成２７年第３回定例会の一般質

問でもお答えしておりますが、過去の取り組みの反省を踏まえると、統廃合に向けた合意形

成については、児童生徒の保護者だけでなく、地域住民の理解や協力を得ながら進めていく

ことが大切だと考えております。そのために、まずは、保護者や地域の方々が一緒になって、

学校の在り方について主体的に検討していただく機会を創出することが重要であると考えて

おります。本年、１月に初めての取組としまして、移動教育委員会を、大川小学校校区を対

象に実施しました。この時には、学校の統廃合についての御意見もだされ、地域の中でも議

論していただきたい旨のお願いをしたところです。そうしたことを踏まえ、大川地区では、

子どもたちの教育や学校の在り方について議論をする機運も生まれていると聞いております

ので、今後、要請等があれば、教育委員会も議論の中に入っていき情報提供を行い、お互い

に情報を共有した中で、地域での話し合いを進めていただければと期待しております。その

他の地域においても、随時、移動教育委員会等を開催しながら情報提供を行い、地域が主体

的に検討できる機会を創出していきたいと考えております。以上です。 

大田重男委員長 

課長の今説明は終わりましたけど、学校教育課長から補足して説明するものはありません

か。 

[久保学校教育課長「特にありません」と発言] 

それでは、委員から何か質疑等はありませんか。 

渡辺久治委員 
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  先ほどの陳情のところでもですね、統廃合と複式学級というのは相反するものだなあと、

両方言える。ですから、そういうところがうまくいってるような自治体とかそういうものの

情報がなにかありますか。あれば教えてください。 

  複式学級を進めていけば、統廃合はしなくて済むようになるというか、そういう考え方も

あると思いますね。あとは、統廃合と複式学級というのはリンクした考え方であると思うん

ですよ。 

大田重男委員長 

  統廃合すれば複式学級がなくなるということですね。 

渡辺久治委員 

  そうそう、統廃合進めていけば複式学級はなくなるのは済むし、統廃合しないためには複

式学級は増やさないかんと。 

 

  （休憩 １４：００～１４：０２） 

 

大田重男委員長 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

小中教育総務課長 

  複式学級で取り組んで、先進的にやってるというところは、今現在のところ把握はしてお

りませんけれども、出水市においては市長の方が統廃合は進めないということで、今、方針

をしているということはお聞きしております。複式学級で私どもの授業を見たりしますけれ

ども、やはり、専属の先生がいなかったり、先生が授業中行ったり来たりして大変だという

のもありますし、子供たちの授業というのも、学習というのもどうなのかなあということが

ありますので、そういった複式学級というのはやっぱりいろんな苦労というのがあるから、

そういうのを解消するためには統廃合も進めないといけないんではないかという考えの基で

言うところです。 

渡辺久治委員 

それはわかります。 

でありますから、その辺をうまく乗り越えた自治体というか、統廃合をやってるところが

あればということですね。 

小中教育総務課長 

  その事例については、ちょっとこちらの方では把握しておりませんけれども、今後、研究

してみたいと思います。 

  [渡辺久治委員「わかりました」と発言あり] 

木下孝行委員 

将来的には必ずしもあり得る可能性があるのが、統廃合だと思うんですね。現状ではこの

間の一般質問でも説明があったように、今はそれを進める状況ではないけど、ということで

検討は今、していかなければいけないというような答えがあったということで。そういった

中で、私も知識不足ということで、聞きたいんですけども、２、３日前のテレビの放送など

で、南さつま市の坊津学園が来年から義務教育学校に指定をしてもらって、運営を始めると

いうことが報道で出ました。義務教育学校に指定をされたら、その学校独自のカリキュラム

が作れるということも言っておられました。そういった今から今後考えていく中では、そう

いった制度を使った統廃合、いわゆる学校作りをしなきゃいかん部分もあるのかなと、我々

も今から所管調査をしていく中で、そういった情報の中で検討しなきゃいかん部分もある、

調査をしなきゃいかん部分というのもあるだろうと思って、私の方が認識不足、たぶん委員

の方もあまり義務教育学校制度というのは今年から始まるということでありますので、そこ

らの説明をしてもらえませんかね。 

久保学校教育課長 
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  義務教育学校、これについては学校教育法が改正されて、これまでは幼稚園、小学校、中

学校、高等学校というような学校が主でございました。学校教育法が改正されて、小学校、

中学校の教育を一貫して実施する義務教育学校が実施できるようになりました。通常は小学

校６年、中学校３年間というようなところで、教育を行っていますけど、義務教育学校がそ

れ自体が一つの学校、小学校と中学校が一緒になった一つの学校ということで、９年間を見

通した教育が出来るというメリットがございます。ただ、今議題になっております、人数と

言いますか、その点についてはこれが義務教育、たとえば少人数の学校同士を義務教育学校

にしたということで、果してそれがクリアできるかというのはちょっと疑問のところがあり

ます。義務教育学校を実施する前には小中一貫教育というのをやってるところもありますけ

ど、その学校においてもやはりある程度の規模、というものが必要になってきます。それか

らメリットとしまして、９年間を見通して指導するということで、中１ギャップ、不登校と

かそういうのを含めてですね、そういうような問題を解消できます。それから中学生が小学

生に思いやりをもって接することが出来る、そういうような利点がございます。ただ、この

９年間のあたりで教育課程をたとえば４、２、２とかですね、そういうふうに分けて一つの

まとまりで指導していきますので、その分、ほかの学校に転校してきた場合とか、またはほ

かの学校から入ってきたりカリキュラムの件。そういうところの調整が非常に難しい、デメ

リットということで考えております。以上です。 

木下孝行委員 

９年間小中一貫で、国のほうは制度的には進めていくということですが、基本的には国は

この制度を推し進めていくという基本的な考えがあるんですか。極端な話、カリキュラムは

つくれないけど、統廃合と一緒ですよね考え方というのは。中身がより具体的な、いろんな

取り組みができる形になるんだろうと思うけれども。基本的には、そういう形を国は今から

進めていこうと思ってるということで認識しとけばいいですか。 

久保学校教育課長 

  国としましても、この今までの学校も含めてこの義務教育学校を進めていこうというふう

に考えてると思います。学校教育目標の目標自体が、９年間でしっかりとした子供たちを、

教育をしっかりしていこうというような目標に変わっておりますので。やはり９年間義務教

育をしっかりさせていこうという考えだと思います。以上です。 

木下孝行委員 

今の時点で制度が始まったばかりで、いい悪いはさっき課長が言われたけれども、リスク、

リスクじゃない部分をあると思うんです。プラスの部分もあると思うけど、今現在課長が認

識の中で、阿久根の将来を見たときに、やはり状況とすればどっちを進めたほうがいいと思

いますか。現状ではやっぱりただの統廃合がいいのか、そういったリスクがあるけど、９年

間の義務教育学校を進めていった方がいいのか、率直に、深く考えなくていいですから、率

直にどうかなと、皆さんが思うのは、今の現在ですよ。どっちでもいいです、答えられる方

で。 

小中教育総務課長 

  個人的な、率直な意見ということでお答えしますけども、義務教育学校についてはもう少

し我々も勉強しないといけない部分もあるとは思いますけれども、やはり今後の児童生徒の

推移というのを考えたときにかなり、どこの学校も減ってきてる。これは将来的に向かって、

同じような状況ではないかと考えておりますので、まずは阿久根市においては統廃合という

ことで進めていった方がいいのではないかというふうに考えております。義務教育学校につ

いてもそれぞれ当初の取り組みの目的というのが、統廃合の部分と違う観点がありますので、

阿久根市としては、統廃合のほうでまずは進めたほうがいいのではないかというふうに感じ

ております。 

木下孝行委員 

そういう中で、今年から始まった制度のなかで、今年からやってる地域が確認できますか、
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学校が。県外でどこかないですか。全国的にもまだゼロということですか。所管調査を我々、

今回するんで、できたらそういうところがもし、県外でいいんですので、東北でも、関東で

も、関西でも、九州でも、そういうのがもしあるようであれば、現在始めたところがですね。

あればあとで、調べてもらって。 

大田重男委員長 

あればあれで、なければないで手を上げて言ってください。 

久保学校教育課長 

  義務教育学校について、県外についてはまだ調査していないところですので、また探して

みたいと思います。あと、先ほど言いました小中一貫校教育については、いろんな都市で県

外も含めてやっておりますので、そういうところもまた調査してみる、カリキュラムも含め

てですね、そういうのも一つの参考になるんじゃないかなと私自身は思います。以上です。 

木下孝行委員 

所管調査をするのにですね、私ももしあればそこに行ってみたいなと思ってるんで、ちょ

っと調べてみとってください。   

大田重男委員長 

  私もちょっと１点だけ聞きたいんですけど。この移動教育委員会はもう市内全部、終わっ

たんですかね。 

小中教育総務課長 

  移動教育委員会は昨年の１月に始めたばかりで、すぐ短期間に全部は回れないものですか

ら、大川小学校を皮切りに、北の方から随時やっていきたいと、南の方からですね、随時や

っていきたいというふうに考えておりますけれども、今年度、７月くらいに西目小を実施し

て、あと山手のほうの尾崎、山下を一緒に。それから鶴川内、田代を一緒にというふうな、

今のところ計画では今年度、山手のほうをメインにやっていきたいというふうに考えており

ます。以上です。 

大田重男委員長 

  私もちょっと言ったんですけど、ほかの委員からなんか質疑はありませんか。 

竹原恵美委員 

子供たちの出生の数を見ると、もうすぐ１学年１００人ずつ、小学校が６００、中学校が

３００というような数が目前だろうと思うんですけれども、今おっしゃった地域の説明です

が、機運を待ってるのか、それとも機運を高めるためにこちらも現状把握、住んでる上には

なかなか市全体を見渡したようなことは皆さん認識は難しいんですが、そういう認識、認知、

現状の認知、将来像の認知を高めるような働きかけというのはなされていますか。それとも

その地域が自主的に機運が高まるのを待つという姿勢でいらっしゃいますか。 

小中教育総務課長 

  市の課題としまして、統廃合を進めるということで捉えておりますので、機運が待つとい

うのではなくて、やはりこちらのほうから働きかけをして、まずは議論するのは主体的に地

域でしていただくようなことでもっていきたいというふうに考えておりますので、そのため

に、移動教育委員会等を含めて、情報をこちらの方から、こういう状況ですよということで、

提供しながらやっていきたいというふうに考えておりますけれども、機運を待っててもなか

なか地元でそういった機運が盛り上がるということはないと思いますので、こちらのほうか

ら何らかの働きかけをしていきたいというふうには考えております。 

竹原恵美委員 

地域が変わるという難しさを持っているので、働きかけも慎重にする必要がありますが、

信頼を、信頼関係がつながりながら、お互いの掛け合いを徐々にぜひぜひ作ってください。

お願いします。 

大田重男委員長 

実際、移動教育委員会をやってるんですけど、その中でやっぱし、お互いが地域と学校で
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真剣に話をするような機運が高まっています。実際、大川が、移動教育委員会やったから、

今度７月１日にまた地域の住民が集まって懇談会をやるんですよ。だから、この移動教育委

員会によって、地域がやっぱり真剣に考えてきたということがあります。 

濵田洋一委員 

  先ほど来、小中教育総務課長からもありました、阿久根市においてやはり、児童生徒の減

少というのが、この先々も増えていくだろうという想定の中で、やはり統廃合と、このこと

につきまして地域の主体性を持った中で、保護者の方、児童生徒の将来、１０年後２０年後

を踏まえた中で、いろんな意見を出していただいて、それをまた市のほうにも提案というか

していただきたいと、いうようなことであろうかと思っております。そういった中でですね、

今想定されてる小学生、中学生に対する、今の児童生徒に対するいわゆる統廃合した場合の

メリット、またはデメリット、こういうことがあるんだよというのが想定されるよというこ

とがあればですね、具体的に、あともってもよろしいですので、何か文書でいただければと

思いますが、今答えていただいてもよろしいですけれども。学校においてだけのことでです

ね、地域は考えなくて、子供たちに対してのメリット、デメリットはこういうことが発生す

るであろうということをですね、統廃合になった場合と、そこを教えていただければと思い

ます。 

小中教育総務課長 

  学校規模によるメリット、デメリットというのは多く出されておりますので、一般的な部

分でもこういう小規模化するとこういうメリット、デメリットがある、大規模化するとこう

いうメリット、デメリットがあるとこういうことで出されていますので、それについてはま

とめたものがありますので、のちほど出したいと思いますけれども、まずは小規模化におい

てはメリットとしては少人数ですので、先生が、目が届きやすい、あるいは個別的な指導が

しやすい。そういった学習面においてはメリットがあるとは思います。ただ今度はデメリッ

トとして、集団の中でそれが多様な考え方が作れるのかとか、お互い学び合い、あるいは大

きい学校であるとグループ同士で話し合ってそういった意見をまとめて発表するとかそうい

う機会があるわけですが、小さい学校になるとそういう機会がないとかそういう部分のデメ

リットとかあります。それから、たとえば運動会とか、合唱、合奏なんかで集団的にやるこ

とが小規模校だと出来ない、そういった集団の活動というのが出来ない。そういったデメリ

ットというのがあるというのがあると思います。また中学校においては専門の先生、たとえ

ば数学なら数学、英語なら英語の専門の教科の先生がそろいにくいというデメリットもあり

ますので、なかなか不慣れな先生がそういうことで、授業されるよりもちゃんと専門の先生

が授業されることのほうが生徒としても受け取りやすいという部分もあると思いますので、

そういったメリット、デメリットというのはいくつかあると思います。 

大田重男委員長 

  資料配付は後でということでいいですか。 

濵田洋一委員 

  今、小中課長のほうから、私も想定しているメリット、デメリットということで、お話を

いただきました。また、のちほどですね、先ほども言われましたように、具体的な内容とい

いますか、今のようなことでも構わないので、書面でいただければ大変ありがたいなあとい

うふうに思いますので一つよろしくお願いします。 

濵之上大成委員 

  先ほど来、学校統廃合によるメリット、デメリット、濵田議員がおっしゃったんですが、

それに関連してですけど、やはり学びの共同体の目的というのはですね、地域、学校、保護

者、ともに勉強しようということなんですが、私が地域の懇談会、語る会の時に、学校と語

る会ですね。お聞きするときに、集落担当という先生がいらっしゃるんですよ。その方に、

これはオーバーかもしれませんけど、１００人中１００人、ここの集落の危険個所はどこで

すか。どこの道路を通りますかと聞いたときに、意見が出ないんです。つまりその地域に住
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んでらっしゃらないのも原因なんですが、今後、こういう統廃合とか状況になってきたとき

に、まさに学ぶ共同体といって結局、地域、学校、連携しようとか言いながらおってですね、

じゃあ果たして学校の先生方は地域にどの程度参加してくださるんだろうといったときに、

ほとんど市外から来ていらっしゃる方が多くて、共に学ぶような、ということが感じられな

いきょうこの頃なんですが、学校教育課として、このようなことをどのようにお考えですか。 

久保学校教育課長 

  この地域に先生たちが住んで、一緒に地域活動に参加したり、ということで、そういうよ

うな場面で、学校は非常に学校教育活動も盛り上がる。それから地域との連携も深まる、信

頼関係も深まる、非常にいいメリットはたくさんあるというように思います。ただ、人事異

動の時に、やはり校長を通じて地元に住むようにというようなことで、各校長先生方もいろ

いろ指導していただいておりますけれども、なかなかいろんな事情、家庭的な事情等があっ

て思うに任せないというようなのが現状です。以上です。 

濵之上大成委員 

  それからもう一点だけ、複式になった場合のメリット、デメリットと言う話も出たんです

けれども、先ほど総務課長がおっしゃったように、専門課程の先生じゃない人が、専門のも

のを教えられない、こういうことになると、教育支援事業みたいなのにまた、なってくると

思うんですけども、やはりきょうの陳情もあったんですけれども、教職員の定数改善もです

けど、この教員の資質というのをどうお考えですか、現状を、今の阿久根の。教職員の資質

の問題です。極端に言うとですね、たとえば私はどうしても気になるのが、３年生から始ま

る理科の問題もなんですけど、音楽に一番敏感になっているんですけども。丸投げのような

気がしてならんのです。なぜかと言うと、子供には発表会に出なさい、されどどれを選ぶか

といったら、塾に行っている子を選ぶ。じゃあその塾の子がどれだけの技量かもわからない

でおって、はい、なんとか君、しなさい。こういう状況が耳に入ってくることがあるんです

が、じゃあどこまでを今そのＣＤですか、そういうのでなさってると思うんですけれども、

昔はある程度の、ありましたよね、やっぱり小学校の先生はある程度、音楽のあれがありま

したから。僕はそれじゃなくて、今はＣＤを使ったりしているということで、それはそれで

いいんですけれども、今のＡＫＢ４８、みたいな人でね、耳から聞いてやってるんですよ。

楽譜を見ないでやってるんですよ、今のプロなんかも、それに近くなってきてるのが非常に

残念で、何でこういうふうなのを、生の音を聞いてするということが少なくなってきつつあ

るので、だからさっき言いました教職員の資質ということに僕は言ったんですが、どうも一

方では学校の問題でやってるんですけど、一方では丸投げになっているような気がしてなら

んのですよ。それはなぜかと言うと、スポーツ少年団もですけど、現実にやってる教室の塾

の子は、その発表会のために必死にやってるのに、学習発表会のために費やされるんです、

丸投げされた子供を預かった外の人は。それに右往左往した親もまた非常に混乱してるんで

すね。こういった状況の中でうちの子は出来るんでしょうかと、そういう相談が逆に他人に

するべきことを、外の人間に聞く。まさに学べる共同体なのにもかかわらず、結局その先生

方は市外にいて、夜はいない、相談が出来ない、こういう状況を耳にするときにですね、や

はり今後やっぱりこういったものはどうあるべきというのを考えるべきと思うんですが、学

校教育課としてはどのように思いますか。 

久保学校教育課長 

  まず、資質というよりも、免許のことに関連してきますね。技能ということになりますね。

先ほどもありましたように、どうしても少人数になってくると、教員の定数が、そうすると

免許を持った、特に中学校の場合だと免許を持っていない職員が他の教科を指導すると、実

際臨時免許ということで、教育センターに通って、そして一定の指導はするということにな

りますけれども、講習を受けて、そして指導するということになりますけれども、どうして

も技能的な教科に関してはその差は歴然としてくるというような状況です。無免許と言いま

すか、免許のない人が指導することがないようにということで、そういう措置が取られてお
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りますけれども、なかなかそこのところはどれくらい技能があるのかと、いうところはまた、

なかなか説明がしにくいところです。 

濵之上大成委員 

  実は、先ほどから複式の問題が各委員からいろいろ出ていて、メリット、デメリットとい

うんだけど、僕から言わしたら、デメリットが多すぎてくるんじゃないかな。ただでさえ、

さっきいいました、ＣＤとか言っていますね。昔の学校の小学校の先生はバイエル７０まで

覚えて、ちゃんと教えなさいよとなってた時代があったんですよね。今はＣＤをなんぎゃっ

ていっちょけば、なんぎゃってていう言葉はいかんかな。そういう状況になりつつあるこの

現状の中で、複式になったりですよ、そういう統廃合になったりしたことによってメリット

がでてくるかも知らんけど、またデメリットがでてくるというこういう状況ですから、今後

はやっぱりそういうことまでもしていただかないと、まさに、教育力の低下にもなりかねな

いので、ここはちょっともっと検討してほしいなあとか思うもんですから、言ってしまいま

した、終わります。   

大田重男委員長 

いいです。きょうは意見交換会だから。 

ほかに委員の方、なかったら次に入りたいと思いますけど、ほかにありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

なければ、次に不登校問題について所管課である学校教育課から説明を求めたいと思いま

す。 

久保学校教育課長 

不登校の状況について、今年度の不登校児童生徒数について説明いたします。先日の一般

質問で教育長が答弁いたしましたように、５月末時点における不登校傾向が見られる子供た

ちの数は、現時点で、小学生１名、中学生１３名の計１４名でございます。不登校の定義は、

病気やけがなどを除く年間３０日以上の欠席者となっており、今年度については、まだ３０

日以上、欠席に至っていない場合が多く見られますので、昨年度からの状況も考慮した上で

の数というふうになります。 

それから、平成２７年度の不登校児童生徒の割合ですけど、中学生が県平均に対して若干

高めというふうになっております。不登校の原因は、不登校児童生徒によって、さまざまな

原因で、一人ひとりその不登校の原因が異なっているというのが現状です。不登校の原因を

大きく分けますと、不安などの情緒的混乱、それから心因性の疾患などにより登校できない、

そういう場合です。それから、無気力や夜更かし等により登校できない場合、学校の集団生

活に馴染めないで登校できない場合、家庭の理解や協力が得られないで登校できない場合な

どがございます。また、こういう原因が複合している場合もございます。 

それから、不登校に対する行政等の対応について説明します。学校では、担任や管理職、

その他職員による定期的な家庭訪問、電話による連絡などを行いながら関係性を保つように

根気強く働きかけを行っているところでございます。また、教室に入れない子供たちのため

に、保健室などを利用して、教育相談や補充指導などを行っております。それから学校では

子供たちにとって楽しい学校生活となるように、教育課程にいろいろな体験活動を入れたり、

分かる授業となるよう授業改善に取り組んでいるところです。教育委員会としましても、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による子供たちのカウンセリング、本

人や保護者への教育相談、それからケース会議に出席してお互いに情報交換して支援を行っ

ております。また、子供たちの状況に応じて、学区外通学を認めるなどの柔軟な対応も取っ

てきております。不登校というものは、どの子にも起こり得ることでありますので、将来の

社会的自立のために、学校と一緒になって、支援していきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

大田重男委員長 

課長の説明は終わりましたが、教育総務課長から補足するものはありませんか。 
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[小中教育総務課長「ありません」と発言] 

なければ、委員から何か質疑はございませんか。 

渡辺久治委員 

今のスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを言われましたけど、何名ぐら

いずついらっしゃいますか。今現在。 

久保学校教育課長 

  スクールソーシャルワーカーは１名です。それからスクールカウンセラーは２人、平成２

７年度ですけど、２人のスクールカウンセラーにお願いをしてあります。以上です。 

渡辺久治委員 

  その方々は常駐ですか。 

久保学校教育課長 

  スクールソーシャルワーカーについては市のほうで雇用して、いろんな学校に訪問して相

談をしているところです。スクールカウンセラーについては、県の事業で６校に昨年度は派

遣して、たとえば年２回とか、それから学校によっては年１８回とか学校によって違います

けど、そういう割合で派遣をしているところです。以上です。 

渡辺久治委員 

  たとえば、不登校の生徒児童に対して、どのようなタイミングで、どのようなふうにして

カウンセリングしてるとか、保護者に対して指導するとか、助言するとかいうのは、具体的

にどんなのをやっておられますか。  

鎌田指導係長 

はい、お答えいたします。スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーにつき

ましては、大体同じような仕事はしていただいておるんですが、基本的にスクールソーシャ

ルワーカーのほうは市が雇用しておりますけれども、こちらのほうの主な業務は、学校と関

係団体、関係部局をつなぐというのが一番主な仕事であります。そしてそれと同時にカウン

セリング、相談活動も行っているという、対象は児童生徒へのカウンセリング、それから保

護者へのカウンセリング、それからあと一つ教職員への指導、指導というか研修、そういっ

たこともカウンセリングの仕方とか、そういったこともソーシャルワーカーの仕事にもなっ

ております。具体的な相談としては、学校に出向きまして、学校の相談室というのがござい

ますが、そこで子供にカウンセリングをしたり、そこに保護者も来ていただいて、子供とは

別に保護者だけの聞き取りをしたり、子供と保護者同時に相手にして、前にして、お互いに

話をしたり、そこで親と子のきずなを確かめ合わせたり、いろいろな手法でやっております。

市が雇用しているスクールソーシャルワーカーにつきましては、家庭に出向いて、家庭での

見守りというか、家庭で保護者と相談活動をするとか、カウンセリングをするとかそういう

ことまでも行っておるところでございます。以上でよろしいでしょうか。 

[渡辺久治委員「はい、ありがとうございます」と発言] 

大田重男委員長 

ほかにありませんか。 

木下孝行委員 

不登校が小学校１名、中学校で１３名ということで、この前西田委員の一般質問の中で、

市の対応というか、自立支援教室に対する設置に対しての対応というのを聞いてて、なかな

か行政として、今なかなかできないようなことの説明だったと思うんですけども、川内、西

田委員の説明の中で、質問の中で、川内、さつま町、出水市が教室をつくってやっていると

いう中で、阿久根と全く比較するには人口規模、学校規模、生徒数の規模で比較にはならん

と思うんですけど、さつま町あたりは恐らく阿久根市とあんまり変わらないような生徒数の

規模だろうと思うので、そこでどのくらいのそういった不登校生が出ているのかというのは

わかりますか。 

  [久保学校教育課長「わかりません」と発言] 
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  わからない、まあなぜそこを聞きたかったのかというのは、阿久根が今小学１、中学１３

名という中で、基準が、教室をつくるための基準がさつま町にはあるんだろうと思ったんで

すよね。何かの線引きがあったんだろうと思うわけですよ。だからそうした時に、阿久根の

教育委員会がこの１４名の生徒に対して、その阿久根の教育委員会としての基準があるのか

ないのか、これが２０名になったらどうしてもやらないかんというような思いがあるのか、

ないのかちょっとそこらを聞かせてもらえますか。 

久保学校教育課長 

  基準は特にはございません。ただ、この子供たちが中学校を卒業したらまた引きこもりに

なってしまうこともやはり考えられますし、何とかしていきたいなという気持ち、それは教

育長が答弁した通りでございます。各発達段階においていろんな手立てをしてあげる。たと

えば医療的な措置も必要、私たちは特にはできませんけれども、そういう措置等も含めたり、

関係機関と連携をしていったり、そしてなるべく子供たちが自分の将来、そういうものを自

立したものにできるようにそういうような手立てを学校も関係するところもやはり一緒に考

えていく必要はあるなというふうに思います。 

木下孝行委員 

  今の話を聞きますと、今の対応である程度は納得というか、ある程度は納得できる部分が

あっての判断、言葉だろうと私は今思ったんですよね。今ソーシャルワーカー、そしてカウ

ンセラー２人態勢で、今の人数に対してある程度できているということがあって、そういっ

た教室をつくるのに対してはまだ大丈夫だという判断で、今私は解釈したんですけど、そう

いう意味ではないわけですか。 

久保学校教育課長 

  そういう意味、いろんな関係機関も頑張っておりますけれども、なかなか家庭に入れない、

学校の場合、教育委員会の場合も家庭の内情までには踏み込めないというところがあります

ので、そういうようなところの手立てはやはり必要じゃないかなというふうに思います。よ

り、踏み込んだと言いますか、より手厚い手立ては必要じゃないかなというふうに思います。 

木下孝行委員 

  私ども去年視察に佐賀県のほうに行かせてもらった時に、やはり問題点そこなんですよね、

やはり民間の方でそういった活動を積極的にやってくれるリーダーシップを取ってもらえる

方が佐賀県にはいたから、佐賀市にはいたから佐賀がうまくやっていけるところで、阿久根

市もそういった民間のＮＰＯでも立ち上げて、そういった協力を行政と一緒にやりながら、

やってくれるという人をほしいというような考えであろうと思うし、そういう人を今後発掘

というか、教育委員会の中でそういう人たちをみつけていこうというのはないわけですか。 

久保学校教育課長 

  ＮＰＯの話も出ましたけど、今のところは、行政でこういうことは進めていくほうがいい

んじゃないかなと個人的には思います。 

  [木下孝行委員「いいです」と発言あり] 

濵之上大成委員 

  ちょっと確認です。今小学校が１人、中学生が１３人ということです。この不登校の原因

と言いますか、たとえばここに通常学級に入るべきか、たとえば特別支援教室に入るべきか

といって、悩んでいる親ほど立派なことはないんですが、もちろん不安があるわけですけれ

ども、この１３人と１人の中にはそういった、関係して不登校というのはいるんですか。 

鎌田指導係長 

  はい、お答えします。確実にこれは言えるということではございませんが、あくまでも推

定でありますけれども、たとえば今特別支援学級に入る、通常学級に入るという判断は、一

応こちらがこちらのほうが適切ではないかと思いますということで、判断をしますけれども、

その判断を受けて、保護者と相談をした時に、保護者の意見を十分配慮してという形に今な

っております。昔と違うところです。そして保護者が、いや私の子供は通常学級でお願いし
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ますということであれば、もう通常学級で学習をするということになっております。そうい

うところで、保護者の思いもたくさんあって、非常にこう理解できるんですけれども、そこ

で子供さんがたとえば通常学級ではなかなか学習についていけないと、今度は友達との関わ

りがなかなか苦手というそういう障がいの種類もございますので、そういう子供がそういう

通常学級に入った時になかなか周りに溶け込めない、そういった例も十分考えられますし、

そういった子供さんが特別支援学級が適切であろうと思った子供さんが、通常学級に入って

いって、不登校に陥っているケースもございます。ただ、私が最初申し上げましたように、

それがそのことによって不登校であるのかという断定はできません。あくまでこれはほかの

人にはわからない、あくまでも推測の域であることはここで加えておきたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

濵之上大成委員 

  質問しないつもりだったんですけど、それに輪をかけて聞きたいんですけどね、というこ

とは逆に担任の中にですよ、学校の先生の中に、ここぞとばかりにですよ、親のほうにです

ね、ちょっとお考えになったほうがいいですよとか、こういう不安を持たせるようなことは

ないとは限らないということでも理解していいんですか。 

鎌田指導係長 

  私どもの立場ではないであろうと信じたいところではありますけれども、私たちが担任の

先生方が、保護者と面談をしますけれども、その時にどういうやり取りがあったということ

は文書とかそこまで報告は求めていませんので、そこはわかりません。 

  ただ、私も教員の１人でありますけれども、保護者に対して不安をあおったり、やっぱり

寄り添うことが大事でありますので、寄り添いからその相談活動を始めるということは原則

であるし、それじゃないと教員ではないというふうには考えております。 

濵之上大成委員 

  これを聞いてうれしくもあり、ほっとしたんですがね、やはりソーシャルワーカーを入れ

たり、あるいは子供、親、じいちゃん、ばあちゃんも入れてまででもですね、やっぱりそう

いう面談をしていただくということもこれからは希望してやっぱりもらったらなと思ってお

りますのでよろしくお願いします。終わります。 

大田重男委員長 

ほかに。 

濵田洋一委員 

今、濵之上委員から質問がございまして、課長のほうにお答えいただいたんですが、それ

に関するようなことなんですけれども、この不登校の生徒さん１４名と５月末時点でという

ことでありましたが、その中で不登校のこういった内容でという中でですね、家庭の理解が

ない、少ないですかね、そういう話もされたんですが、今、濵之上委員から質問があったこ

とというような捉え方でよろしいんですかね。その１４名の不登校の児童生徒さんの原因と

いうことで。 

久保学校教育課長 

  その家庭の協力という中にはやはり子供に対して学校に行きなさいよと送り出すというか

そういうのが弱いというところも含まれております。 

濵田洋一委員 

  では、親御さんの子供さんに対するアフターと言いますか、そういった勧めが十分でない

部分があるのではないだろうかと、そういう子供さんが不登校になっている状況ではないだ

ろうかということで、理解でよろしいですかね。 

久保学校教育課長 

  やはり子供にとっては、毎朝行く基本的な生活週間というかそういうのが十分身について

いない子供さんも中にはいらっしゃいます。そういう子供にとってはやはり学校に行くより

も家でゆっくりしたりと、そういうのも子供心だと思いますけど、それを毎日きちんと聞き、
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またじかに送り出して行くのは保護者の働きかけがないと、行っても行かんでもいいよとい

うような感じだとやはり安易に流れていくケースもあると思います。そういう例も含めて、

そういう保護者の（聴取不能）と言いますか、そういうようなのも影響していますという意

味でございます。 

濵田洋一委員 

  ありがとうございました。それからもう１点ですが、先ほど来、ソーシャルワーカーの方、

カウンセラーの方、業務内容をお聞きしましたけれども、このカウンセラー、ソーシャルワ

ーカーの方はですよ、どういった資格を持っていらっしゃいますでしょうか。もしおわかり

でしたら教えていただければと思います。 

久保学校教育課長 

  スクールカウンセラーが臨床心理士の免許を持っております。 

  [濵田洋一委員「両方の方ともですね、わかりました」と発言] 

渡辺久治委員 

  ソーシャルワーカーのほうは違いますよね。臨床心理士は関係ないですよね。 

久保学校教育課長 

  教育関係とか、福祉関係で長年働いていらっしゃる方という認識はしておりますけれども、

中には、そういう資格を持っていらっしゃる方もいると思いますけど、また確認をしておき

たいと思います。 

渡辺久治委員 

  たとえばスクールカウンセラーは産業カウンセラーの資格はいかがですか。 

  [「もうちょっとゆっくり」と発言する者あり] 

  スクールカウンセラーは産業カウンセラーを持っている方はいかがでしょうか。私が持っ

ているもんですから。 

久保学校教育課長 

  その点についてはちょっと確認していないところです。 

  [渡辺久治委員「はい、ありがとうございます」と発言] 

大田重男委員長 

  私からも１点だけ、前から気になってたんですけど、小学校から、今こう聞いたところ小

学校が１名、中学校が１３名不登校なんですけど、一番原因ちゅうのが、小学校から中学校

に変わるその環境が一番大きいのではないかという話が昔聞いたんです。今、こう見ますと

小学校が１名でしょ、中学校は１３名と、だから恐らくこの小学校卒業して中学校に行きま

すよね、そこの環境が違うわけですよね、だからそれがものすごく大きいという話を聞いた

んです。どうなんですかね。 

久保学校教育課長 

  一般的な例で、本市の状況はまだ詳しくは確認しておりませんけど、一般的にやはり小学

校から中学校に行く間にいろいろ環境が変わる。たとえば小学校の場合は学級担任制だった

ものが中学校になると教科担任制になると、それから学習の進み方も早いとかですね、部活

動の先輩後輩とかあると。そういうふうに非常に環境が変わるものですから、大きな集団で

見るとやはり小学校までの不登校と、中学校からの不登校とするとギャップがあります。一

般に中１ギャップとかよく言われますけど、小学校と中学校の間ではやはりそういう影響し

ているんじゃないかというふうに考えられております。以上です。 

大田重男委員長 

わかりました。 

ほかにありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

竹原恵美委員 

  先ほど陳情書、学校に対しての陳情書は使いましたけれども、学校の仕組みに対してのそ
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の意見、教員の定数だとか、その阿久根市の中の現状を尋ねる時間は設けていただけないで

すか。 

  不登校ではなくて、先ほどですね、この委員会では陳情書、市民の方からの陳情書を扱っ

たんです。その陳情書というのは、国に意見書を出してください。１つ目は子供たちの教育

環境を改善のために計画的な教職員定数改善を推進すること、２つ目は教育の機会均等と水

準の維持向上をはかるため義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復元すること、

３番目は学校統廃合によらない、複式学級の解消に向けて、適切な措置を講ずることという

のがありまして、この委員会では趣旨採択として取り扱ったところなんです。これは趣旨採

択なので意見書を出すというところではないんですが、市民の方の意向を理解したというと

ころの処置なんです。まず１番の教職員定数の改善ということを市民の方はお求めの方もい

らっしゃるんですが、阿久根市の状況として、複式もあればみっちり定数のきちきちのとこ

ろもあります。よく意見書も陳情書も出るのがＯＥＣＤの中では随分日本は多いね、マック

スが多い、これを下げてという意見もたびたび出るところなんですが、どういうふうに教育

委員会ではお考えでしょうか。 

  定数は今、阿久根市が単独で低学年のほうは人数を削減しています。少ない定数でクラス

を運営していますが、高学年はまだ違いますけれども、現状としては運営の中で、不都合、

もうちょっと下げるべき、または、ではないなという御意見はいただけませんか。 

鎌田指導係長 

  定数のことですので、我々市の教育委員会でどうこうということはできないんですけど、

現状からお話しますと、定数は学級数によって職員定数が決まってきております。ですので、

中学校でいきますと、学級数が多いほど、教員数がふえるということになりますので、その

学級担任、副担以外にですね、またふえていきますので、当然教科を持っている数がふえて

いきますので、専門教科を教えることができるというふうになっております。ことし、大川

中学校が複式学級になりましたけれども、１・２年生が、中学校では久しぶりかなと思いま

すが、この場合は教職員、こういうふうになってくると教職員が減りますので、当然全部の

教科の専門家がそろうということは可能性がどんどん低くなってくるというのが現状でござ

います。小学校低学年にまいりますと、小学校低学年生、今３５人学級ということで、３５

人を過ぎますと、３６人以上になりますと、学級が２学級になります。３６人で１年生とな

りますと、１８人、１８人の２学級ということになりますが、３５人ぎりぎりですと、３５

人で１学級、担任が１人ということになります。現状としてはそういう仕組みがございます。

小学校の場合については、学級数でさっきの中学校と同じで、学級数によって教員数が多く

なってきますので、担任プラス何人かがプラスされたりするとですね、その方々がチームテ

ィーチングをおこなったり、いろんな形でサポートすることができる。ただしその分受け持

つ児童数がふえてきますので、あながち学力向上については小学校の場合は小規模校が有利

とか、大規模校が有利とかそこあたりの判断はなかなか難しいところではあります。ちょっ

と余計なことまで述べましたけれども、現状でございます。 

竹原恵美委員 

  ちょうど割れた時には、少ない人数で運営ができる。今３５人だったら４０まで高学年は

行くかと思います。３年生以上は４０人で行きますが、現状として、その定数改善を求めら

れる、国に対して要求もちょっと話がいただければありがたいんですが、国に対してもっと

４０人っていうのは多い、３５人というのは多いんだという市民の方の御意見を聞いてどん

なふうにお考えですか。現状をどう思われますか。 

久保学校教育課長 

  私個人としては、やはりある程度の人数、まあ４０人ていうのはあんまりですけど、ほか

のところみたいに、ほかの国みたいにもうちょっと少なければ、やはり非常に一人一人に目

が向いて、いろんなスポーツをするにしても、実験をやるにしても、学級活動をやる上で、

一人ひとりの子供たちを伸ばす人数になるんじゃないかなあというふうには思います。 
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竹原恵美委員 

  それではその意見書２番目なんですけれども、義務教育費、国庫負担制度、負担割合２分

の１というのがありますが、これは阿久根市にとってどういうふうな状況にあって、２分の

１を求めるという状況はこちらからは意見はあるものでしょうか。 

大田重男委員長 

  休憩に入ります。 

 

（休憩 １４：５６～１４：５７） 

 

大田重男委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

所管課への質疑を一時中止いたします。お疲れさまでした。 

（教育総務課・学校教育課退室） 

   

大田重男委員長 

  ちょっと休憩に入ります。 

 

（休憩 １４：５８～１５：０４） 

 

大田重男委員長 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  今、所管課と話をしてですね、もう少し、今後もう少し調査をやっていきたいと思います

から、よろしいですね。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

それでは、学校の編成について及び不登校問題の現状について教育総務課・学校教育課か

ら説明を受け、質疑を行いました。もう一つの所管事務事項であります地域防災計画も含め、

今後の本委員会の取り組み方について計画を立てますので、委員の皆さんからのご意見をお

願いします。 

休憩に入ります。 

 

（休憩 １５：０５～１５：０７） 

 

大田重男委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

木下孝行委員 

所管調査について、私は行くべきだと思っております。まず、私が希望したいのは、所管

課の意見交換でもお願いしたんですけど、義務教育学校が制度化されて、ことしから始まっ

たということで、まだ、先進地というところで見つけられないかもしれませんが、積極的に

取り組んでいるところが県外であればぜひ行って調査をしたいなというふうに思います。場

所については、これから委員さんから意見が出て、仮にですね、関東であったり、関西であ

ったり、東北であったりとか出た中でそこに近いところ、そこから中心に行けるというよう

なところで、候補地があればそこに行きたいなと思います。時期に関しては１０月、１１月

ぐらいがいいのかなと思っております。以上です。 

大田重男委員長 

今、木下委員から義務教育学校ですね、その件でそういうものがあれば行きたいと。 

竹原信一委員 

  名前のとおりの所管調査ということであれば、その全員でぞろぞろ行く必要はないと思う
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んですよ、派遣に必要な、派遣というか、調査に必要なメンバーが行って、じゃあほかに必

要なとこがあればほかの人は別のとこに行くという形にしたほうが充実すると思いますし、

付いていくだけの所管事務調査だったら行かんほうがいいなあ、という気がしますよ。しっ

かり準備をして、研究した方が行って報告するとこういう形にするべきじゃないかと思いま

すけど。 

木下孝行委員 

  今、竹原委員の意見ですけども、基本的には所管調査、団体行動ということで行わなけれ

ばいけないものだと私の方は思っております。特に個人で行けない理由があって、行けない

場合は仕方がないと思いますけど、基本的には皆さんが一緒に同じ調査目的で数か所、基本

的には調査して回るのが一番いいのかと思います。１つは同じ調査をして、皆さんが共有で

きるものがなければいけないと思います。以上です。 

竹原信一委員 

  研修旅行とは違うわけですから、その考え方は、ちょっと私は。 

[発言する者あり] 

  表現ですからこれは、必要な表現ですから。これは研修旅行とは違うわけですから、その

一緒に行くべき団体行動ですから、目的自体をもっと純粋に取り組むべきだと思いますよ。

そのためにそれを、形を、先にもってくる必要はないと思います。 

渡辺久治委員 

  当然私は、それは利用して勉強させてもらいたいと思っています。私の希望としては東日

本大震災を経験した自治体で、自治体に赴いて、実際、災害を受ける前はどうであったと。

今はこうであったと。実際災害を受ける前はこうしてもらいたかったなあというような意見

を聞きに伺いに行ってみたいなあと思います。こちらは、実際、川内とか大地震もないし、

津波もないわけですけども、もし川内が事故を起こした場合はすごく参考になると思います

ので、そういった自治体に行ってそういう勉強させてもらいたいなあと思います。 

大田重男委員長 

そういった自治体に行って、どういった。 

渡辺久治委員 

震災前は、震災前にこういったことをすべきだったなあと思うよな事例。 

大田重男委員長 

防災とかいろいろあるんですけど。 

渡辺久治委員 

避難計画ですね、避難計画。今はこう被害があった後だけども、実際被害が出る前にこう

いった避難計画があればよかったのにと、いうようなことを思っておられる自治体に行って

みたいということであります。 

木下孝行委員 

渡辺委員の意見に私も賛成なんです。いわゆる被災地、被災をした東北の被災前と被災後

の反省すべき防災計画とか、対応とか、そういったものの確認をしたいと、それを阿久根の

そういう形で活かしたらと。 

[「東日本ですよ」と呼ぶ者あり] 

西田数市委員 

私は、渡辺委員と木下委員の、最初木下委員が言った、学校教育。 

[「義務教育学校」と発言する者あり] 

義務教育のそっちも賛成ですけど、事故のあった東北も東日本もそちらも大事なんですけ

ど、事故のない敦賀原発とか、そっち方面で自治体がどんな避難計画をしてるのか。そうい

うのも調査してみたいと。 

[竹原信一委員「調査せいよ」と発言あり] 

あなたはきょねんは調査行ってないでしょうが。 
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大田重男委員長 

  たとえばですね、東日本に実際今、渡辺委員が言ったわけですよね。敦賀だったらちょっ

と距離が離れて無理な面もあるんですけどね。今、渡辺委員が言った震災前、震災後の避難

計画ですか、そういったものを聞きたいということなんですよね、その自治体で。 

木下孝行委員 

  西田委員のその調査は敦賀のことを彼は言われました、福井県のことを言われましたけど、

東北にも近いところはあるんですよね。東北であれば、宮城の女川原発であったり、今、福

島も、当然福島もありますし、新潟に行けば柏崎ですか、ああいうところもあるし、そこだ

ったらたぶん移動は出来る範囲だと思うんですよ。敦賀はちょっと遠いですよね。 

[西田数市委員「日本海側やっでな」と発言あり] 

大田重男委員長 

  渡辺委員が言ったのは、その実際、震災があって、東日本震災あの地域に行きたいんです

よね。 

渡辺久治委員 

  そうですね、震災前と震災後の防災計画の違いとか、それは参考になると思いますけど。 

竹原恵美委員 

  私は、今、日付けはまだ、今のところないんですけれども、今年度中に阿久根市は防災計

画をつくるというところにありますので、もう熊本がだんだんと避難所も引けてるところが

あります。状況がもし、わかる、もう整理ができて、余裕をもった地域があれば、熊本もあ

る程度、年度内３月までの年度内として、視察ということも考えていただきたいなと思いま

す。もう一つは原発に対しての避難計画なんですけども、以前避難場所の視察をしたいとお

願いをしましたが、それに加えて、受け入れ先のその避難所を管理している担当課、その市

の担当課も説明を受けたい、おそらく全く何の準備もないそうです。備品もない、持ってこ

いというのが、最初のスタンスでしたから、その部分は連携体制として、これから避難計画

をつくっていくにも関連して相手の担当課の説明を受けてみたいと思います。２か所ほどお

願いをしたいです。 

竹原信一委員 

  熊本は今、大変な状況で、こっちから行って準備をして、説明会をつくらせてて、迷惑を

かけに行くようなもんなんですよね。実際の話が、本当のことを、状況を知りたければボラ

ンティアに自分で車で行って、車の中で泊まって、そしてするほうが筋だと私は思いますよ。 

大田重男委員長 

  ちょっと待って、それは竹原恵美委員の要望ですから。 

竹原恵美委員 

  一つひとつ否定をするような、発言をされてもですね、会をつぶすような発言は止めてく

ださい。 

大田重男委員長 

  三通りほど、出てるんですけどね、竹原恵美委員、確かに熊本は。 

竹原恵美委員 

  だから、時期は言いませんし、場所も言いませんし。 

大田重男委員長 

  わかりました。 

  それではですね、３点ほど出ましたけど、それは事務局とですね、調整して、調査のとこ

ろは決めたいと思うんですけど。 

  [「お願いします」と発言する者あり] 

  それでは、今委員の皆さんから出された意見を取りまとめ、調査先、調査日程等、次回開

催の委員会で具体的にしていきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

  [「なし」と呼ぶ者あり] 
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  御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

  なお、それらの調査に関する委員会の開催日は委員長に一任願います。 

  では、休憩いたします。 

 

  （休憩 １５：１８～１５：１９） 

 

大田重男委員長 

休憩前に戻し、委員会を再開いたします。 

以上で本日の総務文教委員会は終わりますけど、議会だより、委員長報告は一任願いたい

と思いますよろしいですかね。 

[「よろしくお願いします」と発言する者あり] 

一任願いました。以上で本日の総務文教委員会を散会いたします。 

 

 

 

（閉 会  １５時１９分） 

 

             総務文教委員会委員長  大 田  重 男 

 


